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第４章 子ども・子育て支援施策 

の推進方策 
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基本目標１ 家庭における子育てへの支援   

施策の方向１ 多様な子育て支援サービス環境の整備 

【現状と課題】 

少子化や核家族化，地域のつながりの希薄化が進むにつれ，子育ての不安や負担感が

増加しています。本市では，第１期計画に基づき，多様なニーズに応じた子育て支援サ

ービスの提供や，相談の機会を充実してきました。

特に，本市の子育て拠点である子育てセンターでは，

つどいのひろばでの相談機能を充実するとともに，

平成30年４月には，子育て世代包括支援センター

を開設し，妊娠・出産・子育てに関する身近な相談

窓口として，妊娠期から子育て期を切れ目なくサポ

ートしています。 

就学前児童のアンケート調査結果では，日常的に

子どもを見てもらえる親族・知人が「いずれもいな

い」の割合が 14.1%，子育てをする上で，気軽に

相談できる人・場所が「ない」の割合が3.7％と少

数ではあるものの，身近に子どもをみてもらえる親族・知人や，相談相手がいない人が

います。 

妊娠，出産，子育ての不安が解消され，安心して子どもを生み育てることができるよ

う，医療・保健・福祉・教育が連携し，切れ目のない支援を実施することが必要です。

また，子育てが一段落ついた方に地域での子育ての担い手として活躍していただくなど，

身近な地域での子育て支援を充実していく必要があります。 

 

【施策の方向性】 

身近なところで子育て中の保護者と子どもが気軽に集まれる場所を増やし，個々のニ

ーズに応じた子育てに関する情報を手に入れることができるよう，多種多様な子育ての

情報を提供するとともに，発信の方法を検討し，子育ての楽しさを感じてもらえるよう

家庭を支える仕組みを築いていきます。 
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【日頃，お子さんをみてもらえる親族・知人はいるか（就学前）】         【気軽に相談できる人・場所の有無（就学前）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

 
【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 

※ 

子育て援助活動支援

事業 

（ファミリー・サポ

ート・センター事業） 

子育て推進課 

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会

員となって一時的，臨時的に有償で子どもを自宅

で預かる相互援助活動で，依頼会員は小学校６年

生までの子どもを持つ保護者とする。 

2 

※ 

子育て短期支援事業 

（子育て家庭ショー

トステイ事業） 

子育て推進課 
保護者の仕事，疾病，出産等の理由で子どもの養

育が一時的に困難となる場合等に，児童福祉施設

において一定期間，養育及び保護を行う。 

3 

※ 
養育支援訪問事業 子育て推進課 

子どもの養育について支援が必要であるにも関

わらず，積極的に自ら支援を求めていくことが困

難な家庭で，支援が必要と認めた家庭に対し，保

健師，助産師，ホームヘルパー等を派遣して育児

指導，育児相談や簡単な育児・家事の援助を行う。

4 子育て情報の提供 所管課 
子育てアプリ，子育てサポートブック，広報紙，

ホームページ等において，子育て支援サービス全

般に関する情報を市民に広く提供する。 

5 わくわく冒険ひろば 子育て推進課 

普段体験できないような野外での活動を通して

親子で自由にのびのびと遊び，ふれあう中で子育

てへの意識の向上を図る。 

6 子育て講演会，講座 

子育て推進課 

児童センター 

公民館 
子育てに関する講演会や講座を開催することで，

子育てについて考え，向き合う気持ちを深める。

7 母親同士の交流 児童センター 

子育ての悩みや問題について母親同士が話し合

うことで，母親の不安や負担を軽減し子どもの健

全育成について考える場を提供する。 

  

％

日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖

父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子

どもをみてもらえる友人・知人

がいる

いずれもいない

無回答

19.4

62.3

3.6

18.5

14.1

0.7

18.8

60.3

5.9

26.1

12.4

0.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

％

95.5

3.7

0.7

96.7

3.2

0.1

0 20 40 60 80 100

いる／ある

ない

無回答



 

 
56 

第
５
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

資
料
編 
第
６
章 

第
４
章 

 
 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

8 
こどもフェスティバ

ルの開催 
子育て推進課 

いろいろな遊びコーナー等，子どもが楽しく過ご

し，家族のきずなを深めるイベントを開催する。

9 

子育て支援センタ

ー・子育て世代包括

支援センター 

子育て推進課 

家庭児童相談室，子育てセンター，ファミリー・

サポート・センターや子育て世代包括支援センタ

ーが，子育て支援の拠点として他機関との連携に

よるネットワークでの総合的な子育て支援を行

う。 

10 あい・あいるーむ 子育て推進課 

市内の公共施設を活用し，親子で気軽に立ち寄れ

る場所を提供する。民生委員・児童委員がスタッ

フとなり，相談・助言・情報提供を行う。 

11 

※ 

地域子育て支援拠点

事業 
子育て推進課 

子育て支援サービス等に関する情報提供，相談及

び助言等，子育ての総合窓口を設置するととも

に，子育て中の親子が気軽に遊べる場を提供す

る。 

12 

幼稚園・保育所・認

定こども園における

地域子育て支援 

子育て推進課 

学校教育課 

地域の乳幼児の親子の交流の場，遊び場，子育て

の相談の場として，幼稚園・保育所・認定こども

園の園庭を開放する。また，体験保育を実施する。

13 
児童センターにおけ

る子育て支援 
児童センター 

「あそび広場」「ひよこひろば」「親子クラブ」「ト

ランポリン教室」等，時代のニーズに合わせた事

業を展開するとともに，遊戯室の開放や人形劇，

映画会を開催するなどして乳幼児親子が気軽に

利用できるような子育て支援を推進する。 

14 
図書館における子育

て支援 
図書館 

「おはなしの会」「絵本の会」等の親子での参加

による読み聞かせを通して，乳幼児期から絵本に

親しむことができるよう子育て支援を実施する。

※ 子ども・子育て支援法に定める「地域子ども・子育て支援事業」に該当する事業 
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施策の方向２ 子育て家庭への経済的支援 

【現状と課題】 

平成28年度の全国調査（国民生活基礎調査）では「子どもの貧困率」は13.9％とな

っており，約７人に１人が貧困状態と言われています。子育てにかかる経済的負担は大

きく，貧困による格差の広がりは，教育や進学の機会を狭めるだけでなく，子どもが健

やかに育つための環境にも大きな影響を及ぼします。経済的な問題に関わらずすべての

子どもが平等に育つことが社会のあり方としても重要であり，子どもが安心して自分ら

しく生きていけるよう，子どもとその家庭を支援することが必要です。    

さらに，令和元年６月に公布された子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部改正

においても，子どもの「将来」だけでなく「現在」に向けた対策が求められています。

支援が必要な家庭に，適切なサービスや支援を結び付けるとともに，地域の支援者と連

携しながら，生活に困難を抱える家庭への支援を行うことが必要です。 

また，令和元年 10 月からは保護者の負担軽減を図るため，主に幼稚園，保育所，認

定こども園等を利用する，３歳から５歳までの子どもたちの利用料及び０歳から２歳ま

での住民税非課税世帯の利用料が無償化されています。 

アンケート調査では，就学前児童と小学生児童，中学生生徒の保護者のすべてで，将

来的に必要としていること，重要だと思う支援等について，「子どもの就学にかかる費用

が軽減されること」の割合が 50.1％～58.9％と高くなっていることから，更なる経済

的支援が求められています。 

また，今回把握できた子育て世帯の経済状況や子どもの生活習慣の実態について，世

帯の収入額による特徴や傾向は見られなかったものの，内閣府の調査において，保護者

の就労状況や食事の摂取状況等が子どもの貧困と関連性があると考えられることから，

子どもに対する直接的かつ間接的な支援も含めた経済的支援について充実させていくこ

とが重要です。 

 

【施策の方向性】 

経済的な理由で子どもを産み育てることが困難な状況にならないよう引き続き各種手

当等の経済的支援を充実します。 

また，幼児教育・保育の無償化の実施にあたっては，対象者の把握に漏れがないよう

必要な手続を進めるとともに，関係機関との情報共有等の連携を行いながら，保護者へ

の周知等に努めます。 
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【将来的に必要としていること・重要だと思う支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

％

子どものことや生活のことなど

悩みごとを相談できること

同じような悩みを持った人同士

で知り合えること

地域の人から助けてもらえるこ

と

離婚のことや養育費のことなど

について法的な相談ができるこ

と

病気や障がいのことなどについ

て専門的な相談が受けられるこ

と

住宅を探したり住宅費を軽減し

たりするための支援が受けられ
ること

病気や出産, 事故などの事情が

あったときに一時的に子どもを
預けられること

子どもの就学にかかる費用が

軽減されること

一時的に必要な資金を借りられ

ること

就職・転職のための支援が受け

られること

特にない

その他

無回答

27.5

19.9

19.1

5.2

14.3

14.0

37.0

58.9

3.9

14.2

9.4

3.6

4.0

21.1

17.8

11.6

10.5

16.6

10.8

22.5

50.1

5.9

15.8

14.6

2.3

4.4

22.3

19.8

13.4

5.8

16.8

13.4

25.9

54.3

8.2

19.5

12.5

3.4

3.4

0 20 40 60 80 100

就学前

(回答者数 = 1,211)

小学生

(回答者数 = 639)

中学生

(回答者数 = 328)
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【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 

※ 
妊婦健康診査 健康課 

妊婦健康診査の適切な受診を促進し，母子が安心

して安全な出産を迎えられるよう妊婦健康診査

費の助成を行う。 

2 

未熟児養育医療の給

付及び未熟児訪問指

導 

健康課 

指定養育医療機関において医師が入院を必要と

認めた方に入院医療費の給付を行う。また，健や

かな成長発達が促されるよう，家庭訪問等によ

り，保健指導を行う。 

3 
子ども（又は養育す

る親）に対する援助 

保険課 

地域福祉課  

子育て推進課 

青少年育成課 

乳幼児等医療費助成 

こども医療費助成 

出産育児一時金 

児童手当 

交通遺児就学激励金 

児童福祉施設入所等徴収金の助成 

放課後児童クラブ育成料の減額，免除 

4 

障がい児（又は養育

する親）に対する援

助 

地域福祉課  

障害福祉課 

子育て推進課 

障害者医療費助成 

障害児福祉手当 

重度心身障害児介護手当 

特別児童扶養手当 

福祉施設等通園(通学)費扶助 

障がい児施設入所等費用の助成 

5 
教育・保育施設等の

利用者に対する援助 

子育て推進課 

管理課 

幼児教育・保育無償化 

第２子以降の保育料の軽減 

ひょうご保育料軽減事業補助金 

認可外保育施設利用者補助事業 

就学援助費 

在日外国人学校就学補助金 

6 
子育て世帯等の公的

住宅への入居 
住宅課 

子育て世帯が良好な住環境を確保できるよう，公

的住宅への入居に対し,困窮度判定において加点

する。 

7 

※ 

実費徴収に係る補足

給付事業 

子育て推進課 

管理課 

日用品・文具等必要な物品の購入に要する費用

や，行事への参加に要する費用等の実費負担の部

分について補助を行う。 

8 
生活困窮者自立支援

制度における事業 
地域福祉課 

困窮状況に応じた相談・支援を実施し，一定期間

家賃相当額の支給や子どもへの学習支援等を行

う。 

※ 子ども・子育て支援法に定める「地域子ども・子育て支援事業」に該当する事業 
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施策の方向３ ひとり親家庭の自立支援 

【現状と課題】 

国においては，ひとり親における家庭の経済的な状況が子どもの育ちに影響を及ぼす

「子どもの貧困」が問題となっています。全国調査（平成 28 年度全国ひとり親世帯等

調査）によれば，母子世帯の母親の就業率は81.8％となっており，母親自身の平均年収

は243万円（うち就労収入は200万円）となっています。また，就業していない人の

うち，就業希望がある人は82.4％となっていることから，ひとり親家庭の親子が安心し

て暮らしていけるよう精神的，経済的な支援が求められています。 

本市のひとり親世帯の状況を見ると，父子世帯は横ばいとなっているものの，母子世

帯は平成27年より減少し，平成30年では676世帯となっています。 

アンケート調査結果では，就学前児童と小学生児童，中学生生徒の保護者のすべてで，

ひとり親家庭の就労状況は「フルタイムで就労している」の割合が最も高くなっていま

す。 

ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するため，それぞれの家庭に寄り添った生活

の支援や相談体制の充実，関係機関への円滑なつなぎが求められます。 

 

【施策の方向性】 

関係機関と連携し，子育て支援や生活支援，就労支援，経済的支援等，総合的な支援

に努めるとともに，支援に漏れがないように制度の周知を継続して行います。 
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資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

 

 

％

93.3

0.1

0.3

0.0

0.6

0.0

5.7

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

66.7

0 20 40 60 80 100

配偶者がいる

(回答者数 = 1,162)

配偶者はいない

(回答者数 = 3)

％

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労，以下同様）で

就労している

フルタイムで就労しているが，

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイ

ム以外の就労，以下同様）で就

労している

パート・アルバイト等で就労して

いるが，産休・育休・介護休業

中である

（お子さんが生まれる前を含め）

以前は就労していたが，現在は
就労していない

（お子さんが生まれる前を含め）

これまで就労したことがない

無回答

27.5

8.2

20.7

1.8

38.6

2.1

1.2

53.3

4.4

26.7

2.2

13.3

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

配偶者がいる

(回答者数 = 1,162)

配偶者はいない

(回答者数 = 45)

％

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労，以下同様）で

就労している

フルタイムで就労しているが，

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイ
ム以外の就労，以下同様）で就

労している

パート・アルバイト等で就労して

いるが，産休・育休・介護休業
中である

（お子さんが生まれる前を含め）

以前は就労していたが，現在は

就労していない

（お子さんが生まれる前を含め）

これまで就労したことがない

無回答

26.1

0.0

41.4

0.0

27.8

1.9

2.8

63.3

0.0

22.4

0.0

14.3

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

％

89.4

0.2

0.3

0.0

1.0

0.2

8.9

66.7

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

16.7

0 20 40 60 80 100

配偶者がいる

(回答者数 = 575)

配偶者はいない

(回答者数 = 6)

配偶者がいる

(回答者数 = 575)

配偶者はいない

(回答者数 = 49)



 

 
62 

第
５
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

資
料
編 
第
６
章 

第
４
章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

 

 

【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 母子・父子家庭相談 子育て推進課 

母子・父子自立支援員による母子家庭，寡婦及び

父子家庭の生活全般の相談を行う，また，法律問

題（離婚，相談等）に関する相談は専門家（弁護

士）につなぐ。 

2 
ひとり親家庭の就労

支援援助 
子育て推進課 

ひとり親家庭の自立のための就労支援として，ハ

ローワーク等の関係機関と連携し，情報提供をは

じめ，資格取得，能力開発のための支援，援助を

行う。 

3 
ひとり親家庭に対す

る経済的支援 

地域福祉課 

生活援護課 

子育て推進課 

住宅課 

母子家庭等医療費助成 

生活保護費 母子加算 

児童扶養手当 

母子（寡婦）・父子福祉資金の貸付 

ファミリー・サポート・センター利用料金の助成

ひとり親家庭の公的住宅への優先入居 

4 
ホームヘルプサービ

ス 
子育て推進課 

身体や精神上の障がいにより生活支援を必要と

するひとり親家庭に対し，家事援助等を行う。 

5 
芦屋市白菊会活動へ

の支援 
子育て推進課 

ひとり親，寡婦家庭の交流，親睦を深めるために，

活動の支援を行う。 

  

％

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労，以下同様）で

就労している

フルタイムで就労しているが，

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイ

ム以外の就労，以下同様）で就

労している

パート・アルバイト等で就労して

いるが，産休・育休・介護休業

中である

（お子さんが生まれる前を含め）

以前は就労していたが，現在は
就労していない

（お子さんが生まれる前を含め）

これまで就労したことがない

無回答

20.8

0.0

49.3

0.3

25.0

1.7

2.8

74.3

0.0

8.6

0.0

11.4

2.9

2.9

0 20 40 60 80 100

％

88.2

0.0

0.3

0.0

0.3

0.0

11.1

75.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0 20 40 60 80 100

配偶者がいる

(回答者数 = 288)

配偶者はいない

(回答者数 = 4)

配偶者がいる

(回答者数 = 288)

配偶者はいない

(回答者数 = 35)
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施策の方向４ 親と子の健康づくりの推進 

【現状と課題】 

少子化の進行や核家族化，女性の社会進出，ライフスタイルの多様化等，親子を取り

巻く社会環境の変化により，保護者が抱く育児不安や育児負担の原因も多様化しており，

子どもの発達段階や保護者の思いに寄り添った支援が必要となっています。 

アンケート調査では，子育てに関して日常悩んでいることについて，就学前児童の保

護者，小学生児童の保護者，中学生生徒の保護者のすべてで「子どもの教育・保育に関

すること」「子どものしつけに関すること」の割合が共通して高くなっており，就学前児

童の保護者では，「食事や栄養に関すること」の割合が35.3％，「病気や発育発達に関す

ること」の割合が26.6％となっています。 

また，就学前児童の保護者と小学生児童の保護者の合わせて約 1 割が子育てをする上

で気軽に相談できる人や場所が「ない」と回答しており，悩みを抱えた保護者が誰にも

相談できずに，不安を持ちながら子育てをしていることが懸念されます。 

安心して出産し，子どもの健やかな成長を願って保護者が自分らしく育児をするため

に，妊娠，出産，子育てを切れ目なく支援していく必要があります。 

 

【施策の方向性】 

健康診査，健康相談等の母子保健事業をきめ細かく実施することにより，相談できる

環境整備を進めるとともに，適切な育児情報を提供し，育児不安の軽減を図ります。ま

た，支援が必要な家庭を早期に把握し，関係機関との連携を強化しながら，専門的な相

談につなぐことで，子育て家庭が自信とゆとりを持って子育てができるよう努めます。 
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【子育てに関して，日常悩んでいること，気になること（子どもに関すること）】 

（就学前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【気軽に相談できる人・場所の有無】 

（就学前）                            （小学生） 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

いる／ある

ない

無回答

％

95.5

3.7

0.7

96.7

3.2

0.1

0 20 40 60 80 100

％

90.6

8.0

1.4

90.4

9.3

0.5

0 20 40 60 80 100

％

病気や発育発達に関すること

食事や栄養に関すること

子育て支援サービスのこと

子どものしつけに関すること

子どもと過ごす時間が十分取
れないこと

子どもの教育・保育に関するこ

と

子どもの友だちづきあいに関す

ること

子どもの登所・登園拒否など

特にない

その他

無回答

26.6

35.3

8.2

52.0

20.6

45.3

24.3

2.4

12.8

4.4

1.3

26.3

32.9

6.2

56.0

14.9

40.0

24.4

1.5

13.4

2.1

1.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 妊産婦健康相談  健康課 妊産婦を対象に助産師等による個別相談を行う。

2 妊婦歯科健康診査 健康課 
妊娠中に1回，無料で歯科健康診査を受けられる

妊婦歯科健康診査受診券を交付する。 

3 

※ 
乳児家庭全戸訪問事業 健康課 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪

問し，子育て支援に関する情報提供や育児相談等

行う。 

4 乳幼児健康診査 健康課 
4か月児健康診査 ／ 10か月児健康診査 ／ 

1 歳 6か月児健康診査 ／ 3 歳児健康診査 

5 
保健センターによる

育児相談 
健康課 

乳児を対象に身体計測及び保健師と栄養士，助産

師による子どもの発達や育児についての個別相

談を行う。 

6 こどもの相談 健康課 

乳幼児健康診査において，経過観察が必要な子ど

もや，5歳児発達相談を希望する保護者に対し，

医師・臨床心理士・保健師による個別相談を行う。

7 親と子どもの健康教育 健康課 

「プレおや教室」「もぐもぐ離乳食教室」「幼児の

食事とおやつの教室」等の事業を実施し，離乳食

等について楽しく学ぶ機会を提供する。 

8 
アレルギーに対する

事業 
健康課 

アレルギー健診，アレルギー栄養相談や，アレル

ギーに関する専門医の講義や室内の環境整備方

法についての実演等を行う。 

9 定期予防接種事業 健康課 

予防接種法に基づいた定期予防接種事業を行う。

また，必要に応じて，個別通知や幼稚園・保育所・

学校への通知を行い，接種勧奨に努める。 

10 
市立芦屋病院による

育児支援 
市立芦屋病院 

助産師が「両親学級」「おっぱい相談室」等を実

施して，安心して出産・育児をしていくことがで

きるよう妊婦の方への支援を行う。また，地域連

携室で平日に無料の医療相談も行う。 

※ 子ども・子育て支援法に定める「地域子ども・子育て支援事業」に該当する事業 
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施策の方向５ 子育ての悩みや不安への支援 

【現状と課題】 

就学前児童のアンケート調査では，身近に協力者がいない保護者の割合は14.1％とな

っています。また，子育てに関して気軽に相談できる先について，平成25年度調査と

比較すると，「保育所（園）・幼稚園・認定こども園等」の割合が増加しています。 

また，子育てで日常悩んでいること，気になることで「子どものしつけに関すること」

の割合が 52.0％「子どもの教育・保育に関すること」の割合が 45.3％となっており，

子育てで悩みを抱えている保護者が多いことがうかがえます。 

家庭での教育を行う困難さが指摘され，社会全体での家庭教育支援の必要性が高まっ

ている中，保護者の孤立を防ぎ，子育ての悩みや保護者自身の悩みを抱え込むことがな

いよう，身近な地域で気軽に相談できる仕組みや体制を構築し，妊娠，出産，子育てに

おける切れ目ない支援を行うことが必要です。さらには，相談相手がいない方や子ども

の預け先がない方への支援を行い，複雑かつ深刻化した相談内容に対応するため，専門

相談の体制の整備や関係機関の連携を強化することが求められます。 

 

【施策の方向性】 

身近な相談相手として地域の民生委員・児童委員や福祉推進委員，子育てセンター，

保育所等の各施設において，引き続き，保護者の孤立を防ぎ，悩みを抱え込まないよう，

必要な情報提供・助言等の取組を進めます。 

さらに，子育て世代包括支援センターを活用することによって，相談体制の充実を図

るとともに関係機関との連携調整を行います。 

 

【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 

子育て支援センター・ 

子育て世代包括支援 

センターにおける子育

て相談 

子育て推進課 

健康課 

子育てに対して不安等を抱える養育者に対し，ホ

ットラインでの相談，窓口相談，夜間・休日の電

話相談の体制を整えることにより，子育ての負担

等を軽減する。 

2 
子育て支援員の育成 ，

確保 
子育て推進課 

県の実施する子育て支援員研修を活用し，様々な

子育て支援の現場において活躍できる人材の育

成と確保を図る。 

3 
民生委員・児童委員等

による赤ちゃん訪問 
地域福祉課 

地域の民生委員・児童委員等が赤ちゃんの生まれ

た家庭に手作りのスタイ（よだれかけ）と子育

て・地域の情報を届けることで，子育ての孤立化

の軽減を図る。   
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基本目標２ 子どもの健やかな発達を保障する教育・保育の提供   

施策の方向１ 就学前教育・保育の体制確保 

【現状と課題】 

就学前における教育・保育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。

そのため，集団の中での自発的な遊びを通して「生きる力」の基礎を培うとともに，乳

幼児期にふさわしい生活習慣の基礎や規範意識の芽生えが育まれるよう支援が必要です。 

就学前児童のアンケート調査では，平成 25 年度調査と比較すると，母親の「フルタ

イム」「パート・アルバイト等」の割合が増加し，「未就労」の割合が減少しています。

また，定期的な教育・保育の利用事業については，「幼稚園」が減少し，「認可保育所」

が増加しており，子育て支援施策に期待すること・重要なことについては,「子どもが主

体的に行動できるよう学校教育・保育環境の充実」の割合が32.9％となっています。 

今後の子どもの人口推計及び母親の就労状況の変化を踏まえた教育・保育ニーズの動

向を見極めていく必要があります。 

 

【施策の方向性】 

入所待ち児童の解消及び３歳児の教育ニーズへの対応のため，保護者の就労に関わら

ず等しく質の高い教育・保育を提供できる認定こども園の整備を中心とした「市立幼稚

園・保育所のあり方」の取組を着実に進めていきます。 

また，今後も引き続き教育・保育ニーズの動向を踏まえ，適切な施設整備について検

討していきます。 

その他，教育・保育施設間での交流やそこで働く人々に対する研修を実施し，資質の

向上等を図ることにより，子どもの健やかな成長を支援するとともに，定期的な教育・

保育施設等への指導監査を実施します。 
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【母親の現在の就労状況（就学前）】                    【定期的に利用している事業（就学前）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

 

 

 

 

 

 

  

％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認可外保育施設（企業主導型
保育施設を含む）

認定こども園（幼稚園部）

認定こども園（幼稚園部）の預

かり保育

認定こども園（保育所部）

認定こども園

（平成25年度調査）

小規模保育事業

家庭的保育事業

事業所内保育事業

ベビーシッター

ファミリー・サポート・センター事

業

障がい児支援施設

その他

無回答

32.0

17.7

37.5

10.9

5.1

3.2

9.2

-

3.1

0.0

0.6

0.5

1.7

1.9

2.4

0.6

46.7

21.1

33.9

12.5

-

-

-

1.3

-

0.2

1.0

0.5

2.5

1.2

2.9

0.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 863)
平成25年度調査
(回答者数 = 866)

平成30年度調査
(回答者数 = 1,210)

平成25年度調査
(回答者数 = 1,358)

％

フルタイム（１週５日程度・１日８

時間程度の就労）で就労してい

る

フルタイムで就労しているが，

産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（フルタイ

ム以外の就労）で就労している

パート・アルバイト等で就労して

いるが，産休・育休・介護休業
中である

（お子さんが生まれる前を含め）
以前は就労していたが，現在は

就労していない

（お子さんが生まれる前を含め）
これまで就労したことがない

無回答

28.5

8.1

20.8

1.8

37.5

2.1

1.2

20.4

6.6

14.4

0.9

47.1

8.8

1.8

0 20 40 60 80 100



 

 
69 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

資
料
編 

第
６
章 

 

【子育て支援施策に期待すること・重要なこと（就学前）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

    

％

子育てに関する相談，情報提供

の充実

親子・親同士の交流の場の充

実

地域における子どもの居場所の
充実

家庭の教育力向上のための学

習機会の充実

子どもの発達支援のための健

診や訪問，ヘルパー派遣など
の充実

子どもが家庭や子どもの大切さ
を学ぶことができる場の充実

子どもが主体的に行動できるよ

う学校教育・保育環境の充実

児童虐待やいじめなどに対する

対策の充実

障がいのある子どもが地域で安
心して生活できるよう障がい児

施策の充実

ひとり親家庭に対する相談や生

活支援の充実

教育・保育サービスの費用負担

や学費など経済的支援の充実

仕事と子育てが両立できるよう
就学前施設の箇所数や内容の

充実

仕事と子育てが両立できるよう

労働時間の改善等，企業や労
働者に対する啓発

その他

無回答

14.5

9.5

36.2

11.5

3.3

6.9

32.9

15.4

3.5

2.1

33.3

30.7

10.9

5.9

15.5

18.2

13.3

39.2

13.9

5.3

8.2

34.9

18.0

3.8

2.4

38.4

34.8

10.3

3.6

5.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)

平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 

※ 
一時預かり事業 

子育て推進課 

管理課 

学校教育課 

保護者の仕事，疾病，出産，冠婚葬祭等の一時的

な理由で家庭での保育が困難となる場合に子ども

を預かる。 

2 
教育・保育施設等施

設整備事業 
子育て推進課 

認定こども園等を整備し，働きながら子育てを行

うことができる環境を整える。 

3 

教育・保育施設にお

ける地域との世代間

交流 

子育て推進課 

学校教育課 

運動会や秋祭りなど行事等を通じて，中高生，高

齢者，施設の方々と教育・保育施設を利用してい

る子どもたちとの交流を図る。 

4 

教育・保育施設同士

の連携強化と積極的

交流 

子育て推進課 

学校教育課 

一貫した教育・保育が行えるように，教育・保育

施設における子ども同士の連携や幼稚園教諭，保

育士，保育教諭等の積極的な交流を図る。 

5 

幼稚園教諭，保育士

の人材育成と資質の

向上 

子育て推進課 

学校教育課 

幼稚園教諭，保育士，保育教諭等としての資質や

指導力の向上のため，研修，実習等を通した人材

育成の充実を図る。 

6 

教育・保育施設への

巡回訪問及び保育の

質の評価 

子育て推進課 

市職員が定期的に各施設を訪問し，保育内容や環

境等について意見交換・助言等を行う。また，「芦

屋市 保育の質の評価」のチェックシートを活用

し，保育の質の向上を目指す。 

7 

幼稚園教諭，保育士

の処遇改善をはじめ

とする労働環境への

配慮 

子育て推進課 

学校教育課 

幼稚園教諭，保育士，保育教諭等の職員配置基準に

ついては本市独自の基準を定め，質の高い教育・ 

保育を提供する。 

8 
教育・保育施設の職

員等に対する援助 
子育て推進課 

保育士等宿舎借上げ支援事業補助金 
保育士等確保定着支援事業補助金 

9 
子どもの読書のまち

づくり事業 

子育て推進課 

学校教育課 

図書館 

幼児期から絵本や物語に親しみ，言葉の持つ魅力

や響き，美しさを感じるとともに，言葉を使って

表現する楽しさを味わう。 

※ 子ども・子育て支援法に定める「地域子ども・子育て支援事業」に該当する事業 
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施策の方向２ 小学校への円滑な接続 

【現状と課題】 

本市では，「芦屋市接続期カリキュラム」に基づいた関係職員間の研修や，５歳児が実

際に小学校で楽しむ機会をつくり，小学校生活への期待や親しみを持てるように取り組

んでいます。 

特に，就学前児童のアンケート調査では，子育てに関して日常悩んでいること，気に

なることで「子どもの教育・保育に関すること」の割合が45.3％で，平成25年度調査

と比較しても高くなっており，小学生児童，中学生生徒においても，40％を超えて高く

なっていることから，今後も円滑な幼児期と学童期の接続に努めていくことが必要です。 

 

【施策の方向性】 

就学前段階では，幼稚園・保育所等，利用する施設の種類が多く，保護者の選択も，

各家庭の状況や実態において様々です。教育・保育施設に通っている・いないに関わら

ず，すべての子どもたちが年齢に応じて健やかな育ちを確保できるよう，また，それぞ

れの時期にふさわしい教育・保育が受けられるよう，職員への学びと育ちの連続性の共

通理解を含めた資質向上のための研修，交流等の実施や，子ども同士の交流を進め，小

学校への円滑な接続を図ります。 

 

【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 小学校との連携 
子育て推進課 

学校教育課 

教育・保育施設から小学校へのつながりが円滑に

行えるように，小学校との連携や積極的な交流を

図る。 

2 
芦屋市就学前カリキ

ュラムの実施 

子育て推進課 

学校教育課 

芦屋市内の教育・保育施設を利用するすべての子

どもに平等に，同じ質の教育・保育の提供を推進

するため，芦屋市就学前カリキュラムを実施する。

3 
芦屋市接続期カリキ

ュラムの実施 

子育て推進課 

学校教育課 

芦屋市接続期カリキュラムに基づき，すべての子

どもが遊びや生活を通した学びを基礎として，主

体的に自己を発揮し，新しい学校生活を創り出し

ていけるようにする。  

 

  



 

 
72 

第
５
章 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

資
料
編 
第
６
章 

第
４
章 

基本目標３ すべての子どもの育ちを支える環境の整備   

施策の方向１ 地域における子どもの居場所づくりの推進 

【現状と課題】 

本市では，これまで地域の公共施設等の活用の他に，民生委員・児童委員，福祉推進

委員等による地域の見守りや，子ども会，コミュニティ・スクールなどによる地域活動

等を通した居場所づくりを推進してきました。  

アンケート調査では，小学校就学後の放課後の過ごし方について，平成 25 年度調査

と比較すると，就学前児童と小学生児童の保護者において，低学年のうちは，放課後児

童クラブ（学童保育）の希望割合が増加しています。また，放課後子ども教室（キッズ

スクエア等）については，低学年，高学年ともに利用希望割合が増加し，ニーズが高ま

っています。 

放課後の居場所に対するニーズがさらに高まることが予測される中，地域の人材や地

域資源を活用した子どもの居場所づくりが求められます。 

 

【施策の方向性】 

地域の中で安心して子ども同士が交流できる場として，公的施設を有効活用できるよ

う努め，今までの事業参加型だけでなく，自主性を重んじ，自由に活動や学習又は遊び

ができる子どもの居場所づくりを積極的に推進します。 
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【放課後の過ごさせ方に対する希望（就学前）】 

   （小学校低学年（１～３年生））                   （小学校高学年（４～６年生）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【放課後の過ごさせ方に対する希望（小学生）】 

        （小学校低学年（１～３年生））                   （小学校高学年（４～６年生）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

％

70.0

19.1

75.3

8.1

23.6

9.7

-

8.8

0.2

1.4

5.5

7.5

64.6

24.2

70.0

9.8

23.1

7.5

1.7

8.6

0.3

0.3

4.7

14.9

0 20 40 60 80 100

％

79.9

16.0

81.7

3.0

29.6

13.6

-

11.2

1.8

1.2

4.7

1.2

78.7

23.9

83.9

9.6

21.7

15.2

2.2

6.5

0.9

1.3

3.0

1.7

0 20 40 60 80 100

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室，サッカーク
ラブ，学習塾等）

体育館や福祉センターなど公共

の施設

放課後子ども教室（キッズスク
エア等）

放課後児童クラブ（学童保育）

民間の学童保育
（平成25年度調査）

コミスク

ファミリー・サポート・センター

障がい児支援施設

その他

無回答

65.3

21.4

64.3

5.8

33.8

25.4

-

8.0

0.2

1.3

4.4

3.8

67.5

29.2

66.6

5.4

20.1

18.1

2.5

9.8

0.8

0.8

5.5

8.7

0 20 40 60 80 100

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室，サッカーク
ラブ，学習塾等）

体育館や福祉センターなど公共

の施設

放課後子ども教室（キッズスク
エア等）

放課後児童クラブ（学童保育）

民間の学童保育

コミスク

ファミリー・サポート・センター

障がい児支援施設

その他

無回答

65.7

14.2

68.0

1.8

45.6

28.4

-

11.8

1.8

1.2

2.4

0.6

75.2

26.1

70.4

7.4

25.7

27.4

2.6

7.0

0.9

1.3

2.2

0.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 169)
平成25年度調査
(回答者数 = 230)

平成30年度調査
(回答者数 = 169)
平成25年度調査
(回答者数 = 230)

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)

平成30年度調査
(回答者数 = 639)
平成25年度調査
(回答者数 = 653)
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【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 
地域における子育て

支援活動 

市民参画課 

子育て推進課 

学校教育課 

あしや市民活動センターや幼稚園，保育所，認定

こども園等の公共施設を利用し，子育ての情報交

換・団体間交流・ネットワーク化を図り，地域に

おける子育て支援活動の充実を図る。 

2 
公共施設等利用料金

の減額，免除 

打出教育文化セ

ンター 

スポーツ推進課

美術博物館 

谷崎潤一郎記念

館 

子どもたちが公共施設を利用して様々な活動が

できるよう，施設の利用料金の減額，免除を図る。

3 公共施設の有効活用 所管課 
公的施設を子どもの居場所として有効活用でき

るようにする。 

4 

放課後子ども教室

（キッズスクエア

等） 

生涯学習課 

青少年育成課 

放課後や週末等の子どもたちの安全な居場所を

確保するため，各小学校の校庭等を開放し，児童

が安全・安心・健康で明るく楽しい仲間づくりが

できる場を提供する。 

5 子ども会への支援 青少年育成課 

地域において異年齢の集団で活動しており，学校

区を超えた行事の場である「5・5フェスタ」「夏

の子ども会交歓キャンプ」「秋まつり」などの全

体行事を通し，「芦屋市の仲間」という存在を認

識してもらう活動に対して支援を行う。 

6 
コミュニティ・スク

ールへの支援 
生涯学習課 

学校等において地域住民がスポーツ，文化，レク

リエーション等を通じてコミュニティを深める

活動に対して支援する。 

7 

児童館における子ど

もの居場所づくり 

（小学生以上対象） 

児童センター 

「スキップクラブ」「パソコンクラブ」等，時代

のニーズに合わせた事業を展開するとともに，ビ

デオブースや図書スペース等，自由に出入りでき

るスペースを確保し，小学生以上の児童が気軽に

利用し交流できる場を提供する。 

8 
図書館における子ど

もの居場所づくり 
図書館 

「こどもおはなしの会」「人形劇の会」「小学生の

本の部屋」等の事業を通して，幼児や小学生が集

える場を提供する。 

9 
文化施設における子

どもの居場所づくり 

公民館 

生涯学習課 

美術博物館及び三条文化財整理事務所における

子ども対象ワークショップや公民館での「子ども

向け夏休み事業」等の実施により，子どもが芸

術・文化に触れる機会を充実させる。 

10 
地域まなびの場支援

事業 
地域福祉課 

子どもの居場所「ひみつきち」として，郷土への

関心増加，コミュニケーション能力の育成等を趣

旨とする催事企画を実施し，地域の子どもたち及

び誰もが集える場を提供する。 
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施策の方向２ 安全・安心なまちづくりの推進 

【現状と課題】 

近年，子どもたちを狙った犯罪や，子どもが巻き込まれる事故等の発生により，地域

における子どもの安全・安心への関心が高くなっています。また，地域のつながりの希

薄化が指摘される昨今において，子どもの安全・安心を守るためにつながりを再構築し，

顔の見える関係づくりを行う必要があります。 

アンケート調査では，子育て支援の満足度について，平成25年度調査と比べ，「満足

度が高い」の割合が高くなっており，子育てしやすい環境が整ってきていることがうか

がえます。 

子どもが事件や事故に巻き込まれないよう，市民・警察等の様々な主体が通学路点検 

やメールの配信サービス，定期的な会合等で情報を共有するとともに，住宅・学校・公

共施設等の機能を高め，子どもが利用する空間を地域ぐるみで見守る意識を高めること

が必要です。 

 

【施策の方向性】 

誰もが安全・安心に，そして快適に暮らせるまちづくりを目指し，福祉のまちづくり

を推進するとともに，自分たちの地域を自分たちで守る地域の力を高める活動を推進し

ます。 

警察，行政，保育所，学校園，地域等関係機関との連携・協力の強化を図り，子ども

自らが危険回避できる力を養うための防犯・防災・交通安全教育に今後も引き続き取り

組んでいきます。 

 

【芦屋市における子育ての環境や支援への満足度（就学前）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

満足度が高い 

満足度が低い 

％

12.5

22.0

38.7

19.6

4.0

3.2
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0 20 40 60 80 100
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無回答
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【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 地域主体の防犯活動 

建設総務課 

青少年愛護セン

ター 

「あいさつ運動」等の事業を通して地域全体で子

どもの見守り活動，声掛けを実施し，地域の防犯

機能を高める。また，自主防犯の向上をめざし，

地域（自治会），関係機関（防犯協会）が連携を

図ることにより，地域における自主防犯活動に取

り組む。 

2 

犯罪等，子どもを取

り巻く様々な危険性

についての教育，啓

発 

子育て推進課 

学校教育課 

青少年愛護セン

ター 

地域経済振興課

家庭，学校，地域及び関係機関が連携を図り，子

どもや保護者に対して，様々な犯罪やトラブルの

危険性についての教育，啓発，情報提供等を行う。

3 
福祉のまちづくりの

推進 

地域福祉課 

建設総務課 

道路・公園課 

街路樹課 

建築課 

公共施設のバリアフリー情報の発信 

公共施設，公共交通機関等におけるユニバーサル

デザイン化 

子育て支援施設の整備 

道路反射鏡，ガードレール，グリーンベルト，街

路灯等の設置，整備 

通学，通園路等の横断小旗の管理 

安全な公園づくり 

都市公園，児童遊園等の整備 

4 交通安全の意識向上 建設総務課 

子どもの交通安全を確保するため，「交通安全教

室」や「出前講座」等の実施により，交通安全に

対する意識向上を図る。 

5 
芦屋市通学路交通安

全プログラムの実施 

建設総務課 

道路・公園課 

学校教育課 

学校，ＰＴＡ，行政，警察，地域との連携により，

通学路の点検を定期的に行い，安全を確保する。

6 

教育・保育施設にお

ける危機管理体制の

強化 

子育て推進課 

学校教育課 

自然災害や防犯対策について関係機関との連携

を強化し，「いのち」を守る防災マニュアルや「こ

どもぼうさい」リーフレットを活用し，緊急時に

子どもの安全を守ることができるように体制を

強化する。併せて，防災ヘルメット，防犯カメラ

の設置等をはじめとする防災，防犯対策に取り組

む。 

7 
あしや防災ネットの

運用 
防災安全課 

携帯電話やパソコンのメール機能を利用して登

録者に気象警報等に関する情報を発信する。 

8 
安全パトロールの実

施 

建設総務課 

青少年愛護セン

ター 

子どもが安全安心に生活できるよう，青色回転灯

付パトロール車による下校時の安全パトロール

や，まちづくり防犯グループ，愛護委員による街

頭巡視活動に取り組む。 
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Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

9 救急法の学習 救急課 

子どもの急病や事故等の際に，素早く適切な対応

ができるように，保護者を対象とした応急手当や

救急法の啓発や学習機会の提供を行う。 
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施策の方向３ 児童虐待防止対策の推進 

【現状と課題】 

児童虐待への対応については，家庭児童相談室を中心に要保護児童対策地域協議会の

関係機関等の連携により困難を抱える児童の早期発見及び児童虐待の予防的支援を行っ

ています。  

しかし，深刻な児童虐待事件が後を絶たず，全国の児童相談所における児童虐待に関

する相談対応件数も年々増加を続けており，児童虐待防止対策の強化に向けた法改正等

更なる体制の強化が求められています。 

就学前児童のアンケート調査では，子育てでの悩みや不安として，「子どものしつけに

関すること」の割合が 52.0％となっています。また，「子どもの教育・保育に関するこ

と」の割合が45.3％となっており，子育てへの不安を抱える保護者が多いことがうかが

えます。また，小学生児童，中学生生徒の調査でも同様に子どものしつけについての悩

みが見られ，子どもの成長に合わせてどのように対応すべきか悩んでいることがわかり

ます。さらに，保護者自身に関することの悩みとして，「仕事や自分のやりたいことなど

自分の時間が十分取れないこと」，「子育てによる身体の疲れが大きいこと」に次いで，「子

育てのストレスなどから子どもにきつくあたってしまうこと」の割合も高くなっていま

す。 

子育ての不安感・孤立感に寄り添えるように，日頃から相談しやすい体制づくりと関

係の構築を図ることが必要であり，児童虐待防止の広報・啓発の充実に努めるとともに，

子どもの虐待（疑いを含む）を発見した際に，速やかに関係機関が連携，協働するネッ

トワーク機能の強化が求められます。 

 

【施策の方向性】 

すべての子ども・家庭の相談に対する子ども支援の専門性をもった体制を構築し，子

どもの最善の利益を尊重し，相談・支援体制の更なる強化を図るため「子ども家庭総合

支援室」を開設します。「子ども家庭総合支援室」では，家庭児童相談室の機能を包含し，

要保護児童対策地域協議会の活性化を図り，関係機関の適切な対応と支援者の資質向上

に努め，地域の連携体制の充実を図り，虐待の未然防止，早期発見，早期対応に努めま

す。 
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資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

 

【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 家庭児童相談 子育て推進課 

子ども家庭総合支援室を設置し，子ども家庭支援

員・虐待対応専門員・家庭相談員が養育について

の悩みや心配ごとの相談に応じ，子どもの虐待に

関する訪問・指導等適切な対応を行う。 

2 

※ 

要保護児童対策地域

協議会（子どもを守

る地域ネットワーク

機能強化事業） 

子育て推進課 

児童虐待や非行等，保護を要する児童や出産前か

ら児童の養育に支援が必要と思われる妊婦等に

関する諸問題について，関係機関が連携して組織

的に対応し，当該児童及び妊婦の早期発見及び適

切な保護を図る。 

3 

カウンセリングセン

ターの電話，面接相

談 

学校教育課 

子どもとその保護者を対象に，不登校，無気力，

非行，性の問題等の子どもや親子関係等の悩みに

ついて，電話，面接による相談を実施する。 

  

【子育てに関して，日常悩んでいること，気になること（保護者自身に関すること）（就学前）】 

％

子育てに関して配偶者（パート

ナー）の協力が少ないこと

配偶者（パートナー）と子育てに
関して意見が合わないこと

子育てが大変なことを，身近な

人が理解してくれないこと

ご自身の子育てについて，身近

な人の見る目が気になること

子育てに関して話し相手や相談
相手がいないこと

仕事や自分のやりたいことなど

自分の時間が十分取れないこ
と

配偶者（パートナー）以外に子
育てを手伝ってくれる人がいな

いこと

子育てのストレスなどから子ど

もにきつくあたってしまうこと

子育てによる身体の疲れが大き

いこと

特にない

その他

無回答

17.5

7.8

5.4

5.5

2.0

41.0

12.6

23.9

31.7

23.9

4.1

4.1

14.0

6.1

5.0

6.0

3.2

36.6

12.4

26.8

28.2

26.0

6.3

4.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)

平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)
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Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

4 教育相談 
打出教育文化セ

ンター 

子どもとその保護者を対象に，心のケア，不登校，

子どもの情緒不安，学習不安等の相談を行う。必

要に応じて専門相談員による遊びを通した子ど

もの実態分析を実施する。 

※ 子ども・子育て支援法に定める「地域子ども・子育て支援事業」に該当する事業 
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施策の方向４ 配慮が必要な子どもとその保護者への支援 

【現状と課題】 

幼稚園・保育所・認定こども園・学校等において，障がい，医療的ケアや外国にルー

ツをもつなど配慮を必要とする子どもの受入れは増加傾向にあり，支援の一層の充実が

求められています。子どもが安心して過ごせるよう，一人一人の状況を把握し，必要な

配慮や支援を行うなど適切な環境の下で，教育・保育を実施することが必要です。 

就学前児童のアンケート調査では，子育て支援施策に期待すること・重要なことにつ

いて「障がいのある子どもが地域で安心して生活できるよう障がい児施策の充実」や「子

どもの発達支援のための健診や訪問，ヘルパー派遣などの充実」の希望がありました。 

今後も，配慮を必要とする子どもと保護者への継続した相談支援・発達支援・啓発活

動等を実施していくことが必要であり，就学等の異なるステージへ円滑に移行できるよ

う，関係機関や学校等と情報を共有し，連携を図ることが必要です。 

 

【施策の方向性】 

配慮を必要とする子どもの健やかな発達を支援し，安心して地域生活を送ることがで

きるよう，子どもとその保護者に対応するきめ細かな支援の推進を図ります。 

 

 

【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 早期療育訓練の実施 子育て推進課 

「芦屋市立すくすく学級」において，心身の発達

に支援の必要な乳幼児に対し，通所による療育訓

練を行う。 

2 
インクルーシブ教

育・保育 

子育て推進課 

学校教育課 

就学前施設において，配慮の必要な子どもに対し

て必要な支援体制を整備し，集団生活を行うこと

により，当該子どもの健全な発達を促進する。 

3 
医療的ケア児教育・

保育 

子育て推進課 

学校教育課 

医療的ケアを必要とする子どもに対して必要な

支援体制を整備し，安全な教育・保育を実施する。

4 
特別支援教育センタ

ーの相談 
学校教育課 

支援を必要とする子どもの保護者及び教員を対

象とした教育相談や指導助言等を実施する。 

5 療育支援相談事業 

障害福祉課 

子育て推進課 

健康課 

学校教育課 

継続的な個別相談及び関係機関が関わっている

子どもについて，情報を共有し，医師等の専門職

の助言を得ながら，必要な支援について検討す

る。 
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Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

6 
障がい児機能訓練事

業 
障害福祉課 

身体障害者手帳又は療育手帳を所持している子

ども等を対象に機能訓練事業を行う。また，療育

支援相談事業との連携により，必要に応じて学校

訪問等も行い，日常生活における指導助言を行

う。 

7 
学習支援外来による

医療支援 
市立芦屋病院 

文字が覚えられないなどの学習で悩む，原則年長

児から小学６年生までの子ども（中学生について

は要相談）を対象に，小児科医師及びリハビリテ

ーション科技師が学習を困難にしている原因を

明らかにし，その子どもにあった学習方法に対す

る支援を行う。 

8 
サポートファイルの

普及・啓発 

障害福祉課 

子育て推進課 

健康課 

学校教育課 

保護者とともに支援者が連携を図り，途切れない

支援を行うことができるよう，サポートファイル

の普及・啓発を行い，有効活用に向けた取組の検

討を行う。 

9 
日本語指導支援ボラ

ンティア 
学校教育課 

外国人児童生徒等に対して，日本語指導や学習支

援を行う。 

10 
外国人児童生徒等に

対する教育支援事業 
学校教育課 

センター校を設置し，支援員を配置し学習支援を

行う。 
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基本目標４ 仕事と子育ての両立の推進   

施策の方向１ 仕事と子育ての両立を図るための環境の整備 

【現状と課題】 

国では，持続可能で安心できる社会を作るために，「就労」と「結婚・出産・子育て」，

あるいは「就労」と「介護」の「二者択一構造」の解消をすすめ，「仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）」を実現することを目指しています。男性の子育てや家事に費

やす時間が先進国中最低の水準である我が国において，その解消に向けては，企業や社

会全体の理解に向けて一層の推進が必要となっています。 

就学前児童のアンケート調査結果では，子育てをする中で，どのような支援・対策が

有効と感じているかについて，「保護者が家にいないときに子どもを預かる場やサービス

の提供」が56.5%，「仕事に就けるようにするための就労に関する支援」が13.6％とな

っています。また，保護者の育児休業の取得状況について，平成25年度調査と比較す

ると，「取得した（取得中である）」の割合が母親で39.6％と増加している一方で，父親

では，「取得していない」の割合が86.5％となっており，未だ低い水準となっています。

また，父親が育児休業を取得していない理由は，「仕事が忙しかった」の割合が 43.2％

と最も高く，次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」の割合が33.8％と

なっています。 

働きながら安心して子どもを生み育てることができるように，企業を含めた仕事と子

育ての両立支援の環境を確立するため，「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」

の考え方をさらに浸透させていくことが重要です。 

 

【施策の方向性】 

仕事と子育てを両立する上で，保育サービスの充実に加え，企業等における子育てへ

の支援が重要になります。仕事優先型の働き方の見直しや子育てしやすい職場環境づく

りを浸透，定着させることができるよう，市民や事業主に対する意識啓発を進めていき

ます。 

また，次世代育成支援対策推進法が令和７年３月までの 10 年間の時限立法として延

長されたことを受け，事業主に対し，一般事業主行動計画の策定を周知します。 
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資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

  

回答者数 = 1,211 ％

保護者が家にいないときに子ど

もを預かる場やサービスの提供

仲間と出会え, 一緒に活動でき

るところ

自然体験や集団遊びなど多様

な活動機会の提供

地域における子どもの居場所の
提供

読み書き計算などの基礎的な

学習への支援

子どものみで無料もしくは安価
で食事ができる場所の提供

低い家賃で住めるところ（寮や

下宿のようなところ）

生活や就学のための経済的補

助

進路や生活などについて相談
できるところ

会社などでの職場体験等の機

会の提供

仕事に就けるようにするための
就労に関する支援

進学や資格を取るための発展

的な学習の支援

特にない

その他

無回答

56.5

54.3

65.2

50.4

27.8

13.3

5.7

25.9

17.8

28.2

13.6

34.5

2.2

3.3

1.3

0 20 40 60 80 100

【現在,または将来的に,どのような支援があるとよいか（就学前）】
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    【母親の育児休業の取得の有無（就学前）】                【父親の育児休業の取得の有無（就学前）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母親の取得していない理由（就学前）】                  【父親の取得していない理由（就学前）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

平成30年度調査
(回答者数 = 1,211)
平成25年度調査
(回答者数 = 1,359)

％

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

仕事が忙しかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た

収入減となり，経済的に苦しくな

る

保育所（園）などに預けることが
できた

配偶者（パートナー）が育児休

業制度を利用した

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため

退職した

職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな

かった）

有期雇用のため育児休業の取
得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

その他

無回答

33.8

43.2

8.0

8.1

23.8

2.2

28.4

25.7

0.3

8.8

0.0

2.0

9.4

2.0

36.4

43.8

9.8

7.3

22.8

2.1

18.8

34.2

0.2

9.6

0.3

2.6

7.3

1.0

0 20 40 60 80 100

％

職場に育児休業を取りにくい雰
囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰した

かった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た

収入減となり，経済的に苦しくな

る

保育所（園）などに預けることが
できた

配偶者（パートナー）が育児休

業制度を利用した

制度を利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため
退職した

職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな
かった）

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知
らなかった

産前産後の休暇（産前６週間，

産後８週間）を取得できることを
知らず，退職した

その他

無回答

16.0

12.7

5.1

18.1

0.4

5.9

3.8

0.4

10.1

40.5

16.0

3.8

0.8

0.8

14.8

3.0

19.7

9.4

5.6

16.3

0.9

3.9

4.3

0.0

8.6

41.2

17.2

8.2

1.3

0.9

14.2

1.3

0 20 40 60 80 100

％

39.5

39.6

19.6

1.4

55.1

25.8

17.1

1.9

0 20 40 60 80 100

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

平成30年度調査
(回答者数 = 1,047)

平成25年度調査
(回答者数 = 1,199)

平成30年度調査
(回答者数 = 237)

平成25年度調査
(回答者数 = 233)

％

0.4

3.6

86.5

9.5

0.7

1.0

88.2

10.1

0 20 40 60 80 100
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【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 
父親の子育てに対す

る積極的参加の促進 

男女共同参画推

進課 

子育て推進課 

健康課 

学校教育課 

父親が地域の行事や家庭での育児・家事などに参

加できるような集会やイベントを企画し，あらゆ

る機会を通じ積極的に父親の参加を促す。 

2 

※ 

時間外保育事業 

（延長保育事業） 
子育て推進課 

通常の利用時間帯以外の時間において，引き続き

保育を行う。 

3 

※ 

病児保育事業 

（病児対応型） 
子育て推進課 

病気や病気回復期の子どもで，保護者の就労等の

理由で，保護者が保育できない際に，保育施設で

子どもを預かる。 

4 

※ 

病児保育事業 

（体調不良児対応型） 
子育て推進課 

児童が保育中に体調不良となった場合に緊急的

及び保健的な対応を行うため，看護師等を保育施

設に一人配置する。 

5 

※ 

放課後児童健全育成

事業 
青少年育成課 

保護者の就労等のため，放課後，家庭での保護を

受けることができない小学生を対象に適切な遊

びと生活の場を提供し健全育成を図る。 

6 多様な働き方の啓発 

男女共同参画推

進課 

地域経済振興課

労働時間短縮やフレックス制度の周知 

子育て支援に必要な休暇取得の普及促進のため

の啓発 

働き方の見直しに向けた啓発 

ワークシェアリング促進の啓発 

※ 子ども・子育て支援法に定める「地域子ども・子育て支援事業」に該当する事業 
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施策の方向２ 産休・育休からの復帰が円滑にできる環境の整備 

【現状と課題】 

仕事と家庭の両立について，全国的に女性の育児休業取得は，制度の着実な定着が図

られているものの，男性の取得率が依然として低いままであることが問題となっていま

す。 

就学前児童のアンケート調査結果においても，平成 25 年度調査と比較すると，母親

の育児休業の取得率は大きく増加している一方で，父親の取得状況に大きな変化はなく，

多くが取得できていない状況です。 

また，育児休業を取得した方の半数以上が，本人の希望と異なる時期に職場復帰して

います。理由としては，「希望する保育所（園）に入るため」又は「希望する保育所（園）

に入れなかったため」であることから，産休・育休から希望する時期に職場復帰できる

環境の整備が必要です。 

育児休業制度の利用をさらに促進するために，企業等における育児休業制度の一層の

普及が必要です。また，仕事と子育ての両立に向けて，家庭や職場において男女共同参

画の意識の醸成が求められます。 

 
【施策の方向性】 

女性が働きながら子育てを行うために，保育サービスなどの充実は必要不可欠である

ことから，認定こども園等の整備による入所待ち児童の解消に努め，受皿を確保すると

ともに，子どもにとって良好な教育・保育環境となる質の確保に努めます。 

また，保護者が産休・育休から希望する時期に復職できるよう，利用者支援事業等に

おいて，適切な助言を行います。 
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【希望の時期に職場復帰しなかった理由（就学前）】 

「希望」より早く復帰した方                     「希望」より遅く復帰した方 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援に関するアンケート調査（平成 31年３月） 

 

【関連事業】 

Ｎo 事業名 担当課 事業内容 

1 
育児休業制度等の普

及促進 
地域経済振興課

育児休業制度の普及，促進を図るための啓発を行

う。 

2 
再雇用制度の普及促

進 
地域経済振興課

結婚，出産等で一時的に退職した者が復職できる

ように，再雇用制度の普及と促進を図るための啓

発を行う。 

3 

※ 
利用者支援事業 

子育て推進課 

健康課 

特定型では，子育て推進課にて保育コンシェルジ

ュが，教育・保育施設や地域の子育て支援事業等

を円滑に利用できるよう情報提供し，必要に応じ

て案内やサポートを行う。 

母子保健型では，子育て世代包括支援センターに

て保健師が，情報機関や関係機関と連携し，妊娠

期から子育て期まで切れ目なくサポートを行う。

※ 子ども・子育て支援法に定める「地域子ども・子育て支援事業」に該当する事業 

 
 
 

％

希望する保育所（園）に入れな

かったため

自分や子どもなどの体調が思

わしくなかったため

配偶者（パートナー）や家族の

希望があったため

職場の受け入れ態勢が整って

いなかったため

子どもをみてくれる人がいな

かったため

その他

無回答

82.9

0.0

0.0

0.0

5.7

5.7

17.1

82.4

0.0

5.9

0.0

23.5

2.9

11.8

0 20 40 60 80 100

％

希望する保育所（園）に入るた

め

配偶者（パートナー）や家族の

希望があったため

経済的な理由で早く復帰する必

要があった

人事異動や業務の節目の時期

に合わせるため

その他

無回答

71.2

2.0

18.0

21.0

15.1

2.4

66.9

2.3

15.8

24.8

21.8

0.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査
(回答者数 = 205)
平成25年度調査
(回答者数 = 133)

平成30年度調査
(回答者数 = 35)
平成25年度調査
(回答者数 = 34)


